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「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（改訂版）

（案）及び同概要版（案）に対する意見 

 

 

○「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（改訂版）

（案）について 

該当箇所 意見 理由 

２ページ １－２－３  

スケジュール管理の改善 

「製作委員会等はサプライチェ

ーン全体のスケジュール管理を

する責務があり、元請制作会社

等の制作者は、製作委員会等に

対して後工程を見据えたサプラ

イチェーン全体の現実的なスケ

ジュールの提示・変更を行うよ

う調整する責務がある。また、

下請事業者はスケジュール管理

の重要性を認識し、不要な遅滞

を極力避けるように意識して業

務に取り組めるように心がける

必要がある。」 

● 下線部を「製作委員会等

はサプライチェーン全体の

スケジュールに十分に配慮

する必要がある。」とするよ

う要望します。 

 

 

 

● 下請中小企業振興法第

３条第１項に基づく「振

興基準」では、「親事業

者は、自らの取引に起因

して、下請事業者が労使

協定の限度を超える時間

外労働や休日労働などに

よる長時間労働、これら

に伴う割増賃金の未払い

など、労働基準関連法令

に違反するようなことの

ないよう、十分に配慮す

る。」とされており、こ

れに準じた表現とするこ

とが適切と考えます。 

56ページ ３－６－２  

下請事業者への要請について問

題となるおそれのある取引事例

と考え方 

（２）局印税や二次利用許諾に

ついて 

「局印税は総務省『放送コンテ

ンツの製作取引適正化に関する

ガイドライン』でも記載されて

いるとおり、放送局が優越的地

位にあると個別に判断される場

合、独占禁止法上、問題となる

おそれがある。」 

● 下線部を「局印税は総務

省『放送コンテンツの製作

取引適正化に関するガイド

ライン』でも記載されてい

るとおり、放送局が他の製

作委員会構成員に対して優

越的地位にあると個別に判

断される場合に、一方的に

その取引条件を押し付ける

ことは、独占禁止法上、問

題となりうるおそれがあ

る。」とするよう要望しま

す。 

● 優越的地位を濫用した

場合に独占禁止法上の問

題になりうるものと考え

ます。（２）は、総務省

「放送コンテンツの製作

取引適正化に関するガイ

ドライン」改訂版（意見

募集中）からの引用です

ので、最終的な同改訂版

と全体的に表現を揃えて

いただくことが適切と考

えます。 

 

 


